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令和２年７月豪雨に関する 

特別委員会会議録 

 

令和４年１１月２８日 月曜日 

  午前１１時５２分開議 

  午後 ０時２２分閉議（実時間２６分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１００号・契約の締結について（坂

本町災害公営住宅（藤本・大門地区）新築

工事） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  上 村 哲 三 君 

副委員長  金 子 昌 平 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  北 園 武 広 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  谷 川   登 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  山 本 敬 晃 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

 

※欠席委員  

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 建設部 

  次長兼建築指導課長 宮 端 晋 也 君 

  営繕課長      松 野 光 洋 君 
 
  営繕課長補佐 
            秋 野 亮 二 君 
  兼建築係長 
 
 
  営繕課審議員 
            塩 塚 将 朗 君 
  兼設備係長 
 

 財務部 

  理事兼契約検査課長 岩 崎 伸 一 君 

                              

○記録担当書記     村 上 政 資 君 

            松 﨑 広 平 君 

 

（午前１１時５２分 開会） 

○委員長（上村哲三君） それでは皆さん、引

き続きお疲れのところ、よろしくお願いしま

す。定足数に達しましたので、ただいまから令

和２年７月豪雨に関する特別委員会を開会いた

します。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第１００号・契約の締結について（坂本

町災害公営住宅（藤本・大門地区）新築工

事） 

○委員長（上村哲三君） それでは、事件議案

の審査に入ります。 

 議案第１００号・坂本町災害公営住宅（藤本

・大門地区）新築工事に係る契約の締結につい

てを議題とし、説明を求めます。 

○営繕課長（松野光洋君） 皆さん、こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）営繕課の

松野でございます。本日はよろしくお願いしま

す。 

 それでは、議案第１００号・契約の締結につ

いて、恐れ入りますが、着座にて説明させてい

ただきます。お願いします。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○営繕課長（松野光洋君） まず、議案書の１

ページをお願いいたします。議案第１００号・

契約の締結についてでございます。 

 説明は、お配りしております資料の右肩に委

員会資料、令和４年１１月２８日、令和２年７

月豪雨に関する特別委員会と記載がございます

契約の締結について（坂本町災害公営住宅（藤
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本・大門）新築工事に関する資料にて御説明さ

せていただきます。 

 それでは、１の工事関係につきまして説明さ

せていただきます。資料の２ページをお願いし

ます。 

 番号、令和４年度営工第４９号。件名、坂本

町災害公営住宅（藤本・大門）新築工事。工事

場所、八代市坂本町葉木４２５９番外。契約の

相手方、松本建設株式会社。契約金額は１億９

６５７万円。契約予定工期は議決日から令和５

年８月３１日までを予定しております。 

 次に工事の概要です。 

 災害公営住宅、鉄筋コンクリート造地上４階

建、床面積は５０７.８３平方メートル。住戸

は３ＤＫを５戸計画しております。工事種別

は、建築一式工事のほか、エレベーター設備、

外構工事、盛土工事でございます。 

 次に、３ページをお願いいたします。今回の

建設に当たりまして、敷地内の盛土を行うイメ

ージでございます。前面道路の県道と同じ高さ

まで地盤を２メートルほど上げる計画で、左側

に災害公営住宅を建設いたします。右側は、一

般財団法人熊本県建築住宅センターにて、みん

なの家を整備される予定でございます。 

 次に４ページをお願いします。藤本・大門地

区災害公営住宅のパース図でございます。 

 当該地は土砂災害警戒区域で、いわゆるイエ

ローゾーンエリア内でございますので、万が一

の土砂流入へのリスク回避として、１階は住戸

を設けず、共用部分のみのピロティー形式とし

ております。 

 また、球磨川洪水浸水区域（最大想定規

模）、いわゆるＬ２区域内でもあり、浸水の高

さは現地盤より約１０メートルとされているこ

とから、盛土を実施するとともに、災害公営住

宅を複層階とすることで、３階屋上に一時避難

が可能なスペースを設けております。 

 住戸としましては、２階から４階まで、３Ｄ

Ｋの間取りを５戸、計画しております。 

 次、５ページをお願いいたします。こちらは

配置図になります。 

 赤線で囲っている部分が災害公営住宅の用

地、水色で囲っている部分がみんなの家の用地

でございます。災害公営住宅用地内には入居者

世帯分の駐車場も整備をいたします。 

 次、６ページ、７ページは、１階から屋上ま

での平面図でございます。 

 以上、工事関係の概要説明とさせていただき

ます。 

○理事兼契約検査課長（岩崎伸一君） こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）契約検

査課の岩崎でございます。よろしくお願いいた

します。 

 工事関係の説明に引き続きまして、入札・契

約関係につきまして、着座にて説明させていた

だきます。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○理事兼契約検査課長（岩崎伸一君） それで

は、資料の８ページを御覧ください。 

 初めに、１・競争入札に関する事項につきま

して説明いたします。 

 本案は、八代市制限付一般競争入札実施要領

に基づきまして、令和４年１０月７日に制限付

一般競争入札に付すことを公告いたしておりま

す。ここで申します制限付とは、競争入札参加

資格に一定の要件がついていることでございま

して、具体的な内容はその下の２で説明させて

いただきます。 

 続きまして、２・競争入札に参加する者に必

要な資格の主な要件といたしましては、八代市

工事入札参加者資格審査格付要領に基づき、本

市の有資格者において、建築一式工事の格付が

Ａ級であり、市内に本社、本店などの主たる事

業所を有する者といたしております。また、過

去１５年間に元請として県内での同種公共工事

の施工実績がある者とし、配置技術者に関しま
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しては、建築一式工事に係る国家資格または一

定の実務経験を有する主任技術者か監理技術者

を専任で配置することを要件といたしておりま

す。 

 最後に、３・開札及び結果につきましては、

公告日の翌日から資格確認申請書及び入札書の

受付を行い、建設業法で定める公告・見積り期

間を経た１０月３１日に開札を行った結果、４

者から入札がございまして、松本建設株式会社

が１億７８７０万円で落札されており、予定価

格に対する落札率は９８.９５％でございま

す。 

 なお、当該事業者と消費税を加算いたしまし

た契約金額１億９６５７万円で、議会の議決を

いただいたとき本契約となる条件を付した仮契

約を１１月９日に締結したところでございま

す。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（大倉裕一君） まず一つは、レベルの

説明がありましたけど、２メーターぐらい上げ

られるということだったと思うんですけど、令

和２年７月豪雨の増水レベルにどれぐらい、余

裕というんですかね、安全度を見てあるんです

か。レベル的にはどういう関係になりますか

ね、２メーター上げるということは。 

○営繕課長（松野光洋君） 当時の７月豪雨の

ときには下にありますグラウンドまで水が来た

というところまでは把握しております。ですの

で、災害公営住宅を建設する地盤高までは来て

なかったかと思いますけれども……。あ、すい

ません。 

○営繕課長補佐兼建築係長（秋野亮二君） こ

んにちは。営繕課の秋野と申します。よろしく

お願いいたします。 

 質問についてですが、令和２年豪雨の際には

ですね、今課長が申しました下段のグラウンド

まで浸水してたということで伺っております。

今回の災害公営住宅を建設するに当たりまし

て、国と県との協議の中で、いわゆるＬ２は回

避できるようにということでお話があったもの

ですから、それを回避するためには、浸水想定

高の現地盤から１０メーター、これ以上を確保

するということでですね、今、３階建ての屋上

部分が約１１メーターございますので、最大１

メーターぐらいは回避できるというところで計

画をしているところでございます。 

○委員（大倉裕一君） １０メーターという数

値は、ダムを造った後のデータですか。ダムが

どのように関係していますか、今、話をされて

いる段階で。 

○営繕課長補佐兼建築係長（秋野亮二君） 国

からですね、示された最大浸水高ということで

把握しております。ただ、ダムが造られた前提

かどうかというところまでは、すいません、詳

細には確認をしておりません。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（大倉裕一君） それから予算について

のところなんですけど、私が間違っていたら修

正していただいて構わないんですけども、藤本

・大門のこの災害公営住宅の案件については、

２億５０００万ぐらい予算を確保してあったん

じゃなかったかなというふうに思っております

が、あと５０００万、どこに行っているのかな

と。何を計画されているのかということを教え

ていただけますか。 

○営繕課長（松野光洋君） 今回の費用につき

ましては、建築工事のほうになっております。

それ以外に電気設備工事と機械設備がございま

すので、そちらの分も含めて２億５０００万円

程度だったと思っております。 

○委員（大倉裕一君） 機械設備と電気設備、
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もう少し分かりやすく詳細なところを教えてい

ただければ助かりますが。 

○営繕課長（松野光洋君） 電気設備工事につ

きましては、各建物の中にあります照明だった

りとか配線関係が全て電気工事のほうに入って

おります。それと機械設備工事につきまして

は、浄化槽を設けたりとか、室内の手洗いだっ

たりとかお風呂場の器具だったりとかトイレも

含めた感じの工事に分けて発注ということにな

っております。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） エレベーターはじゃあ

建築工事の中に含まれているという理解でよう

ございますか。 

○営繕課長（松野光洋君） はい、エレベータ

ー工事につきましては建築工事の中に含まれて

おります。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） もう１点。予算のお話

をしたときに、省エネ設備という説明をされた

というふうに覚えているんですけど、省エネ設

備という点はどういったものを導入されようと

してるんでしょうか。 

○営繕課審議員兼設備係長（塩塚将朗君） お

世話になります。営繕課の塩塚でございます。 

 今、お尋ねの省エネ設備と申しますのは、一

般的に考えますとＬＥＤとかということになり

ますが、入居者の方で御用意いただくＬＥＤ照

明とかもございますけども、こちらのほうの市

のほうで整備している照明関係も全てＬＥＤの

照明器具にしております。 

 その他省エネ設備でいきますと、機械設備の

工事のほうに含まれます給湯器が省エネ型の給

湯器を今回計画をしております。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） もういいですか。 

○委員（大倉裕一君） もういっちょよかです

か、そんなら。 

 ありがとうございます。省エネという部分で

いくと、今太陽光とかですね、そういったもの

もかなり公共施設のほうでは導入されている部

分があるんですが、今回のこの災害公営住宅等

には導入予定はないということでしょうか。 

○営繕課審議員兼設備係長（塩塚将朗君） 失

礼します。先ほどは説明が漏れておりまして、

大変申し訳ございませんでした。 

 委員おっしゃいますように、今回の災害公営

住宅につきましても、太陽光発電設備、小規模

ではございますが、共用棟の廊下の照明とかで

すね、そういったものに太陽光発電設備を使用

する予定で、今回も計画をいたしております。

大変失礼しました。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（山本幸廣君） 今、質問があった中

で、執行部にちょっとお伺いしたいんですけど

も、先ほど来、工事の概要の説明をしたでしょ

う。その中にずっと、工事の目的から、工事の

概要等を見てもらえばすぐ分かりますように、

工事の種目については、建築等エレベーター設

備一式、それと外構から盛土工事。これに機械

と電気は入ってない。そこら辺りは説明せない

かんたいね、別注について分離発注をしますよ

ということを。どうかね、そこら辺り。 

○営繕課長（松野光洋君） すいません。申し

訳ございません、説明が漏れてました。今回、

建築工事の契約案件ということで、すみません

が、建築だけのほうの説明をさせていただきま

した。実際、今、電気設備と機械設備工事につ

きましてはですね、入札中でございます。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） 入札中ということで、

私たちはほとんど事後の先議の中でね、事後の

報告を聞きながらそれを判断をして、それか

ら、はっきり言って認めるわけなんですよ。そ

ういうことでオープンにしてから入札はもう…
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…。大体先ほど来、大倉委員が言われたように

２億５０００万ぐらいと私たちは頭の中に刻ん

でおるわけ。あと５０００万というのが電気機

械というならば、大体が電気機械、入札という

なら大体これぐらいの電気機械の入札、分離の

発注、入札状況ですよということは説明してく

ださい。そういうことで、ぜひともしていただ

きたいと思います。 

 それとね、このパースを見たときに、もう終

わったんだから言うことはないんですけども、

パースを見たときに、日産かクラウンか分かり

ませんけども、１階にあって、その盛土。これ

は委員長の地元ですので。この盛土の中でです

ね、きれいなパースをつくって盛土ですけど

も、ここは完全につかる状況なんですよね。浸

水をする状況。この盛土の中で青いのは、これ

は芝なのか何なのか分かりませんけども、コン

クリートなのか分かりませんけども、そこらに

ついて説明してください。 

○営繕課長補佐兼建築係長（秋野亮二君） 回

答いたします。 

 のり面で一応計画しているんですけども、こ

ちらも国県との協議を行いまして、当初は擁壁

を造る予定でしたけども、ちょっと費用の面で

ですね、のり面ということで決定をしておりま

す。 

 表面はですね、防草シートを敷きまして草が

生えないようなところで考慮しております。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） 災害の公営住宅とい

う、その文字をですね、私が見た中でね、この

ような芝とかシートとか、これでいいのかな。

これで浸水をしてえぐられてきたならば……。

のり面だって今、球磨川の左岸右岸はほとんど

コンクリートのり面に全面国交省はやっている

んですよ。その中で、このような公営住宅の盛

土がこのような状況ですというのは私は危険性

があると思うけどね。そこらについて今後検討

していただきたいね。と思いますけど、いかが

ですか。 

 コンクリートにするのか何をするのかという

のはやっぱし……。のり面がですね、シートぐ

らいでいいと私は思いませんよ、安全の面から

も。 

○営繕課長補佐兼建築係長（秋野亮二君） お

答えいたします。 

 まず、こちらの区域はですね、先ほど御説明

いたしました浸水区域ということで、委員言わ

れたとおりですね、えぐられるというような、

そういった懸念もあるかもしれませんけども、

まず浸水高さに対して一時避難できるかという

ところをですね、検討したところでございま

す。 

 先ほども申しましたけども、まずは擁壁を計

画していたという経緯はあるんですけども、国

県からですね、過去の県内のですね、災害公営

住宅で擁壁を造った事例があまりないというこ

とで、なかなか認めてもらえなかったという実

情もございます。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） 国に認めてもらえなか

ったというより、これは地方自治体の感覚とい

うのが一番大事なんですよね。ですから、擁壁

というのはどういうような擁壁を造るのか。全

体的に盛土地域の擁壁を造るのかそれとも、そ

の地域の隣の敷地内まで擁壁するのかという、

そこ辺りで国交省とどのような話合いの結果で

すね、そういう答えが出たのか分かりませんけ

ども、要は今の状況でのり面について、これは

委員長とも現地視察したときにですね、これだ

けの盛土をしますよと、これだけ盛土したなら

ばこれだけの浸水に耐えると、だから、現地の

ここに公営住宅を造りますというふうに執行部

の説明があっとるわけよ。それを我々は理解し

とるわけですから。ですから、このようなのり

面にシートを張るとかたい、こういうことで危
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険性はないのかなと私は問いかけとるわけよ。

各委員の方々もそう思われますよ、シートとい

うのは。 

 それとですね、シートの横に階段の避難場所

か。この白いのは階段でしょう。これは幅広く

したほうがいいんじゃないですかね。何メータ

ーか知らんけども。 

○建設部次長兼建築指導課長（宮端晋也君） 

 こんにちは。建設部次長兼建築指導課長の宮

端でございます。 

 ただいま山本委員さんお尋ねの件ですけど

も、経緯は秋野が申しましたとおりの経緯がご

ざいますが、確かに委員さんおっしゃられます

御心配も、当初は職員のほうも懸念はしており

ましたので、当初は擁壁で考えとったところで

すけども、いろいろ国県と協議しました結果、

今このような状態になっているところではござ

いますけども、今後、予算の絡みもございます

けども、もうちょっと何ができるかというのは

今後検討させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） 次長、ありがとうござ

います。今後検討ということでですね、これは

危機安全性の問題から今質問をしとるんですよ

ね。このパースを見た限りではそのような状況

だったから質問をしたんですけども、よろしけ

れば今次長の答弁があったようにですね、その

ように検討していただければ、安全性を持った

公営住宅が完成するという。入札ももう終わっ

とるわけですから、ですから、これはもうはっ

きり言って、追加じゃないけどもですね、工事

の変更をするだけのことであって、変更は可能

であるということをですね、皆さん方は理解し

ていただければと思います。よかです。 

○委員長（上村哲三君） 意見でよかですね、

今んとは。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（大倉裕一君） 山本委員がおっしゃっ

た安全性という部分は、しっかり再確認をお願

いしておきたいというふうに思います。 

 その上で、先ほどのダムとの関係ですね、そ

こについてもしっかりとした説明が果たせるよ

うに行政の職員さんとして把握をしていただく

ようにお願いをしておきたいと思います。そし

て報告をですね、きちんとしていただければと

いうふうに思いますので、その点は意見として

申し上げておきます。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本幸一君） のり面の話が出ていた

んですが、国県がどうしても許可しなかったと

いうことで、何らかのやっぱり理由があったか

と思うんですね。今、結局問題は流速が非常に

問題で、そこについては今、いろんな防災対策

というか、あるみたいで、河畔林とか流速を弱

めるような、そういう方向からもですね、検討

してみるという。いろんな方法があるかと思い

ますので、それも含めて実施していただきたい

と願っております。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） ちょっと小会しま

す。 

（午後０時１７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時２１分 本会） 

○委員長（上村哲三君） それでは本会に戻し

ます。 

 ほかに意見ございませんか。 
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（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 これより採決いたします。 

 議案第１００号・坂本町災害公営住宅（藤本

・大門地区）新築工事に係る契約の締結につい

て、可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 執行部は御退出願います。 

（執行部 退席） 

○委員長（上村哲三君） 以上で付託されまし

た案件の審査は全部終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。これをもって、令和２年７月豪雨に関

する特別委員会を散会いたします。 

（午後０時２２分 閉会） 
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